●給水要望（様式）　担当：広島県水道広域連合企業団　東広島事務所　工務課

給水要望者名簿
令和　　年　　月　　日

広島県水道広域連合企業団
東広島事務所長　様
　東広島市水道事業における給水要望による配水管布設工事運用基準第７条第１項の規定に基づき、上水道の給水を要望する者は次のとおりです。なお、次の給水要望者は工事完了後、直ちに給水開始を行い継続して使用します。また、給水利用するにあたっては、毎月の使用水量が10m3程度となるように使用水栓を2栓以上とします。
※要望者が自署の場合は押印不要
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